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定款一部変更に関するお知らせ  

 
当社は、平成28年２月12日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成28年３月23日開催予

定の当社第45回定時株主総会に提案することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。  

 

記 

 

１．定款変更の理由  

当社とKNTV株式会社との本合併に伴い、定款の一部を次のとおり変更するものであります。 

なお、この定款変更の効力は、平成28年３月23日開催予定の当社定時株主総会に付議される「当社とＫ

ＮＴＶ株式会社との合併契約承認の件」が承認されることを条件として、本合併の効力発生日（平成28年

５月１日予定）に生ずることとします。 

① 目的の変更 

本合併後の事業内容に即し事業目的を整理・変更し、合わせて号数の見直しをするものであります（変

更案第２条）。 

② 発行可能株式総数の変更 

本合併後においても機動的な資本政策を可能にするため、発行可能株式総数を１億株から３億株に増

加させるものであります（変更案第６条）。 

 

２．定款変更の内容 

             （下線部分は変更箇所を示しております。） 

現行 変更案  

（目的）  

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的と

する。 

１．コンピューターによる情報処理及び情報提

供サービス 

２．コンピューターソフトウェアの開発、販売、

リース及び賃貸 

３．情報提供サービスのコンサルタント業務及

び情報通信機器の販売 

４．各種映像番組の企画及び制作 

 

５．各種イベントの企画、運営及び管理 

 

６．広告制作、代行、斡旋委託、広告サイトの

制作、運営及び宣伝に関する業務 

７．通信販売業務 

（目的）  

第２条 （現行どおり） 

 

１．放送事業 

 

２．放送番組の企画、制作、販売、管理及び輸出

入 

３．著作権及び著作隣接権等の知的財産権の取得、

譲渡、使用許諾、管理及び仲介 

４．書籍、音楽及び映像の企画、制作、出版、販

売、管理、配給及び輸出入 

５．芸能人及びアーティスト等のマネージメント、

プロモート、並びに肖像権の管理及び利用 

６．各種イベントの企画、運営及び管理 

 

 （現行どおり） 
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現行 変更案  

８．印刷及び出版業務 

 

９．市場調査及び経営情報に関する調査、収集

及び提供 

10．レストランの経営 

 

11．フランチャイズチェーン店への経営及び技

術指導 

12．食料品及び飲料品の輸出入並びに販売 

13．加工調理食品の製造及び販売 

14．レトルト食品及びチルド食品の製造並びに

販売 

15．自然食品、健康補助食品及び健康飲料の販

売 

16．調理用品及び食器類の輸出入並びに販売 

17．芸能人及びアーチストなどのマネージメン

ト並びにプロモート業務 

18．映像、音楽関連アナログ及びデジタルコン

テンツの制作並びに配給業 

19．公演及び上映などのイベント企画並びに製

作業 

20．書籍、ビデオ、ＣＤ及びＤＶＤなどのエン

ターテイメント関連の商品の製作並びに販

売 

21．イベント関連の行事企画、演出及び代行業 

22．映画、アニメーションなどの各種映像物、

アルバム及びキャラクターなどの製作、国

内外における版権の購入、上映並びに販売

業 

23．放送用（衛星、ＴＶ、ケーブルＴＶ、イン

ターネット放送含む）プログラム製作及び

国内外における販売業 

24．ビデオ、ＤＶＤ、ＶＣＤなどの映像物の製

造、コピー及び国内外における販売業 

25．劇場建設及び運営業 

26．放送装備の賃貸業 

27．著作権及び著作隣接権などの仲介斡旋業 

28．国内外投資及び輸出入業また経営諮問業 

29．衛星放送事業 

30．旅行業法に基づく旅行業及び旅行代理店 

31．不動産の賃貸及び管理業 

32．上記各号に付帯関連する一切の業務 

８．化粧品、雑貨、衣料品、食料品及び貴金

属等の製造、販売及び輸出入 

９．コンピュータによる情報処理及び情報提

供サービス 

10．コンピュータソフトウェアの開発及び販

売 

11．広告宣伝に関する企画及び制作 

 

12．電気通信事業 

13．レストラン等飲食店の経営 

14．旅行業法に基づく旅行業及び旅行代理店

業 

15．上記各号に付帯関連する一切の業務 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社が発行する株式の総数は、１億株

とする。 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社が発行する株式の総数は、３億株と

する。 

 
３．日程  

・定款一部変更のための株主総会   平成28年３月23日（水曜日） 

・定款変更の効力発生日       平成28年５月１日（日曜日） 

以 上 


